
厚生労働大臣の定める院内掲示事項 

（令和８年６月１日現在） 

Ⅰ 管理者の氏名 髙尾 英介 

  診療に従事する医師 髙尾 英介 

            内田 友二（毎週火曜日） 

  診療日 月・火・水・金曜日 9 時～13 時(受付時間 8時 30 分～12時 45 分)、 

14 時～18時(受付時間 13 時 30 分～17時 45 分) 

      木・土曜日     9 時～13 時(受付時間 8時 30 分～12時 45 分) 

 

Ⅱ 当院は九州厚生局長に下記の届出をおこなっております。 

 １）基本診療料の施設基準等に係る届出 

◆時間外対応体制加算３ ◆電子的診療情報連携体制整備加算３ ◆外来感染対策 

向上加算 ◆地域包括診療加算２ 

 

 ２）特掲診療料の施設基準等に係る届出 

   ◆がん性疼痛緩和指導管理料 ◆ニコチン依存症管理料 ◆CT 撮影及び MRI 撮影 

◆時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト ◆在宅時医学総合管理料及び施

設入居時等医学総合管理料 ◆在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング

加算 ◆持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 ◆地域支援・外来医薬品供給対応体制

加算１ ◆外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)   

 

Ⅲ 明細書発行体制について    

医療の透明化や患者さんへの情報提供を推進していく観点から、領収書の発行の際、個

別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。使用した薬剤や行わ

れた検査の名称が記載されるものですので、その点ご理解いただき、ご家族の方が代理で

会計を行う場合、その代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は、会

計窓口にてその旨お申し出ください。 

 

Ⅳ 夜間早朝等加算 

  当院は、平日 9時～13 時、14 時～18 時、土曜日 9時～13 時と診療時間を定めています。

平日 18 時以降、土曜日 13 時以降、日曜日及び祝日に関しては、夜間早朝等加算(初診、再

診ともに)を頂戴しています。 

 

Ⅴ ニコチン依存症管理料について 

当院はニコチン依存症管理料の届出を行っており、禁煙の為の治療的サポートをする 

禁煙外来を行っています。 



Ⅵ 一般名処方について 

院外処方においては、有効成分が同じである複数の医薬品から選択できるように「一

般名処方」とさせて頂きます。 

 

Ⅶ 後発医薬品使用体制について 

当院では、後発医薬品の使用促進を図り、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実

施しています。また医薬品供給不足発生時に、医薬品の処方変更等に関して、適切に対

応できる体制を整備しております。 

 

Ⅷ リフィル処方箋について 

当院では、患者さんの状態に応じて、28 日以上の長期の処方を行うこと、リフィル処

方箋を発行することのいずれの対応も可能となっております。 

 

Ⅸ 医療 DX 推進体制について 

当院では、診察室等においてオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報

等を活用した診療を実施しております。またマイナ保険証を促進し、医療 DX を通じて

質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行います。 

 

Ⅹ 発熱外来について 

   当院では、受診歴の有無に関わらず、発熱その他感染症を疑わせるような症状 

を呈する患者さんの診察を行っております。 

 

Ⅸ 介護保険制度について 

   当院では、介護保険制度の利用等に関する相談を行っています。また介護支援専門 

員及び相談支援専門員からの相談にも対応しています。 

 

Ⅹ 健康相談及び予防接種について 

当院では、健康相談及び各種予防接種を行っています。 

 

Ⅺ 保険外負担に関する事項 

  当院では、証明書・診断書などにつきまして、その利用回数、使用量に応じた実費のご

負担をお願いしております。 

  １）証明書・診断書など 

・文書料（１通につき） 表記は税込の金額となっております。 

     当院用普通診断書                 ２，２００円 

     外部様式普通診断書                ３，３００円 

     当院用普通証明書                 ２，２００円 

     外部様式普通証明書                ３，３００円 



     当院用簡易証明書            １，１００円 

     外部様式簡易証明書            １，６５０円 

     生命保険診断書         ５，５００円 

     特定疾患調査個人票（新規・継続）         ５，５００円 

身障者用診断書                  ５，５００円 

難病医療公費負担申請用診断書        ５，５００円 

施設入所用診断書（情報提供書）          ３，３００円 

     年金用診断書                   ５，５００円 

     裁判所提出用診断書（複雑）           １１，０００円 

        〃     （簡単）            ５，５００円 

     恩給用診断書                  １１，０００円 

     死亡診断書                    ３，３００円 

     死体検案書                   １１，０００円 

     各種診断書コピー                   ５５０円 

     電子媒体コピー                  １，６５０円 

     オムツ証明書                   １，１００円 

領収証明書                    １，１００円 

開示実施手数料                    別途 

面談料（生命保険会社等）            １１，０００円 

     生命保険症状照会意見書等（簡単なもの）      ７，７００円 

         〃       （複雑なもの）     １５，４００円 

   ・書類作成期間を、お申込みから１０日間程度頂いております。 

   ・面談料は２０分以内の金額となっており、以降１０分単位で５，５００円の 

追加料金を加算いたします。 

 

２）予防接種 表記は税込の金額となっております。 

    肺炎球菌ワクチン                13,200 円 

    インフルエンザワクチン             4,400 円 

    麻疹風疹混合ワクチン              11,000 円 

    流行性耳下腺炎ワクチン             6,600 円 

    乾燥弱毒生水痘ワクチン             7,700 円 

    乾燥組換帯状疱疹ワクチン            22,000 円(1 回) 

    B 型肝炎ワクチン                5,500 円 

     

  ＊お住まいの市町村により補助制度がある場合があります。 

詳細は受付までお尋ね下さい。 

掲示内容についてご不明な点がございましたら、受付までお尋ね下さい。 



緊急時の連絡先 

 緊急時には以下の電話番号にご連絡下さい。ただし日曜・祝日・8 月 15 日・12 月 29 日～1 月

3 日・以下の時間帯以外については対応しておりませんので、最寄りの救急外来などにご相談下

さい。 

  

対応時間帯および電話番号 

平日 8 時 30 分～18 時、土曜日 8 時 30 分～13 時 

   はなぶさクリニック受付 096-282-8555 

 

平日 6 時～8 時 30 分、18 時～22 時、土曜日 13 時～18 時 

    在宅診療用携帯 080-6474-8555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



当院では患者さんの個人情報の保護に万全の体制を採っています 

当院における患者さんの個人情報の利用目的は 

１、 院内での利用  

１、 患者さんに提供する医療サービス 

２、 医療保険事務  

３、 会計・経理  

４、 医療事故などの報告  

５、 当該患者さんへの医療サービスの向上  

６、医療の質の向上を目的とした院内症例研究  

７、 その他、患者さんに係わる管理運営業務  

 

２、 院外への情報提供としての利用  

１、 他の病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者などとの連携  

２、 他の医療機関などからの照会への回答  

３、 患者さんの診療などのため、外部の医師などの意見・助言を求める場合。  

４、 検体検査業務などの業務委託  

５、 ご家族などへの病状説明  

６、 保険事務の委託  

７、 審査支払い機関へのレセプトの提出 

８、審査支払期間または保険者への照会  

９、 審査支払機関または保険者からの照会への回答  

１０、 事業者などから委託を受けた保険診断に係る事業者などへのその結果通知  

１１、医師賠償責任保険などに係る医療などに関する専門の団体や保険会社等への相談また

は届出など  

１２、その他患者さんへの医療保険事務に関する利用  

 

３、 その他の利用  

１、医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料  

２、外部監査機関への情報提供  

３、医学研究  

４、医療訴訟 

上記のうち、他の医療機関などへの情報提供について同意しがたい事項がある場合には、 その旨

を受付までお申し出下さい。① お申し出がないものについては同意して頂いたものとして取り扱

いさせて頂きます。 ② これらのお申し出は、後からいつでも撤回、変更等をすることが出来ま

す。 

 

 


